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地域研究というものは,単に学問的な問題意識を鋭

敏に磨いただけでほっとまらないし,反面,フィール

ド･ワークの方法論だけ精敏に研究したとしても,うま

くいくものではない｡学問以前の問題,あるいは学問

と次元をたがえた問題がまつわ りついてくるところに

難 しさがあるといえる｡本書が,そ うした学問前の問

題をあまね くカバーしきっているかというと,そ うで

もない｡それにしても本書は,地域研究の広義におけ

る技術的問題点に真正面か ら取 り組んだ本として,し

かもあまり類のない試みをなした本として,一読をお

勧めしたい｡本書の評価は,読者の現地研究体験の有

無とその内容に応 じて,どうしても主観的にならざる

を得まい｡その点を考慮して,本書の内容のよしあし

の評価は,ここでは避けたい｡ (矢野 暢)

Jack Hellerand Kenneth M.Kau#man.

TaxIncentivesforIndustryinLessDevel-

opedCountries. HarvardUniversity,1963.

xii+288p.

本書は Harvard Law Schoolの International

Program inTaxationに基づいて生れ た成果 の一つ

であって,それまでにも同計画に関連して,低開発国

における課税問題を取扱ったものとして,報告書や論

文 ･著書などが発表されている｡主な もの と して,

ConferenceonAgriculturalTaxationandEconomic

Develepment(1954),E.R.Barlow と I.T.Wender

の共著であ る Foreign Investmentand Taxation

(1955),NationalTaxJournalの1957年12月号の J.

Froomkinによる論文, HSome ProblemsofTax

PolicyinLatinAmerica,"H.P.Waldの Taxaiion

ofAgriculturalLandinUnderdevelopedEconomies

(1959),S･Rossと J･B.Christensenの共著にかか

わる TaxIncentivesforIndustryinMexico(1959)

などがあった｡本書はこれら従来の研究の上に立って

いわゆるタックス ･インセンティブの問題を論 じてい

るのである｡ 著者の一人 Heller氏は上記計画に関し

ての教授研究員であり, もう一人 の Kauffman博士

は Harvard Universityの経済学部の教授である｡

本書は6章から成るが,第 1章序論のみが両著者に

よって共同執筆され,残 りの5章のうち第 2章 ｢タッ

クス ･インセンティブの法律 の分析｣お よび第 3章Il
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｢タックス ･インセンティブ立法の評価のパースペク

ティブ｣が Heller氏によって,残 り3章がKauffman

博士によって書かれたものである｡後の3章はそれぞ

れ第4章 ｢所得税免除｣,第 5章 ｢インセンティブの

利潤性に対する影響の評価手続｣および第6章 ｢加速

減価償却と関連インセンティブ｣によって構成されて

いる｡Heller氏の担当した章はタックス ･インセンテ

ィブに関する行政学ならびに法的なアブp-チに基づ

き,Kau触 an博士の分担した章は主として経済学の

立場か ら論じられている｡

低開発国における産業助成のために税制を用いるこ

とは広 く行なわれている現象である｡そのための主要

なや り方は租税の免除といわゆる加速減価債却の導入

である｡本書も主としてこの2つの方法に関して,こ

れらが有効に働きうる諸条件ならびにこれ らの与える

諸効果,さらにその他の方法との比較,などについて

詳細な分析を行なっている｡その際現実に行なわれて

いる立法例としてほ多 く南米およびアフリカ諸国のそ

れが言及されており,東南アジアの例にふれることは

少ない｡このことは一面,東南アジア諸国についての

この種の研究がほとんどなされていないことを物語る

ものであるが,もちろんこのことはわれわれが東南ア

ジア諸国のタックス ･インセンティブを研究する上に

ぉいての本書のもつ意義をいささかも減ずるものでは

ない｡本書を読んで一番印象づけられたことを一つだ

けあげれば,もともとの私の興味のせいによるのかも

しれないが,この種の税制の利用の成功にとって ｢し

っか りした税務行政の確立｣がいかに重要であるかと

い うことであった｡ (活永敬次)

JapanTaxAssociation･ Asian Taxation

1965.1966.148p.

日本租税研究協会 (JapanTaxAssociation)とい

うのは,米国の NationalTaxAssociationにならっ

て戦後わが国において誕生 した民間の税法 ･税制の研

究団体である｡この協会は大蔵省などの協力を得て･

1963年 4月8日から16日にわたってアジア諸国の局長

クラスの出席を得て ｢アジア諸国の税制と税務行政に

関する特別大会｣を東京と大阪において開催した｡こ

の会議の成果は 『アジア諸国の税制と税務行政に関す

る特別大会記録』(1963年,227頁)として残されてい

る (英文の報告書は,JapanTaxAs sociation･Pro-
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ceedingsof theSpecialMeeting ofJapan Tax

Associationon TaxSystem andAdmim'strationin

AsianCountries.1964,269p.)｡この協会は以後,上

の会議に出席 したアジア諸国の税務担当官 と連絡をと

りなが らその協力を得て,毎年アジア諸国の税制に関

する最新の情報を提供する計画をたてた｡その最初の

ものが AsianTaxation1964(1964,157p.)であ り,

それに続いてこのたび表記の AsianTaxation1965

がだされたのである｡1964年版は,カンボジア,中華

民国,イン ド, インドネシア,韓国,日本,ラオス,

マレーシア,フィリピン,タイおよびセイロソの11カ

国を含んでいたが,1966年版ではラオスが抜けて10カ

周となっている｡なお,前記会議にはヴェトナム(南)

代表も出席 していた｡

アジア諸国の税制については,すでに,アジア経済

研究所の調査研究報告双書としてだされている 『アジ

ア諸国の租税制度 Ⅰ～Ⅴ』がある (イ ン ド, セイ ロ

ソ, タイ,香港,オース トラリ7, ニ ュ-ジ- ラン

ド,マラヤ,シンガポール,アラブ連 合,ナイジェリ

ヤ, リベ リアおよび クエ- トの12カ国を含む)｡ この

双書は極めて詳細な報告であ りその価値の高いことは

い うまでもないところであ り,東南アジア諸国の税制

の研究をなす場合に不可欠のもので あ るが,表記の

AsianTaxaiionはその詳細さの点にお いては比較す

べ くもないけれ ども,双書に含まれていない国をも含

むことにおいて,また,それが常に最新の情報を提供

するものである点において,特色を有 しているのであ

る｡それが英文のものであることもあろうが海外の研

究所などか らの注文が引続いてなされているのも三日ナ

ることである｡

A9ianTaxation1965は,カンボジア,七イロン,

中華民国,インド,イン ドネシア,旗国,tりこ,マレ

ーシア,フ ィリピン,シソガポールおよびタイの11カ

国を含み,それぞれの国について,われわれは,国お

よび地方政府の歳入のなかにおい て税収 が 占め る地

位,国税と地方税の税種,各税種の過去 3年にわたる

税収額,個人所得税および法人所得税制度の概要,外

国人および外国会社に対する課税制度,矧 勺産業発展

を促進するための税制上の特別措置,税務行政機構,

その他相続税さらには各種間接税制度の概要など,を

知ることができるのである､)いずれについても要領の

よい記述がなされている｡ (活永数次)

紺

W ira W imoniti. HistoricalPaiierns of

TaxAdministrationinThailand.Bangkok:

InstituteofPublic Administration,Tham-

masatUniversity,1961.ix+184p.

後,同大学の Institute or Public Administration

において行政学を研究 し,現在はタイの国家 開 発 省

(MinistryofNationalDevelopm ent)の国家経済開

発委員会に勤務 している, タイの新進若手官僚の一人

である｡当年35才｡私がノミンコック滞在中彼の話を聞

く機会を得たが,彼は タイの税務行政について忌博の

/JLj:い意見を聞かせて くれた｡彼は,本書についてその

狙いの一つは,たとえばラマ5世の時代における予算

制度の確立など新 しい事実の発見にある,といってい

た｡この書物は著者が ⅠnstituteofPut)1icAdminist-

rationにおける修士論文としてまとめたものであ り,

私には残念なが ら本書の内容について適確な評価を下

し/うる能力をもちあわせていないが,タイの修士論文

の水準を示す一つの資料を提供 してくれ るものとして

も興味深いものがある｡またタイの税務行政の歴史に

ついて英文で書かれたものとしてはおそ らく数少ない

文献の一つではないかと思われ,その点だけにおいて

も本書は貴重であろ う｡

本書の内容は次の通 りである｡

第1章 ｢序論｣- 研究の目的,範囲および方法,

歴史的背景,租税とい う語の歴史上の意義,脚注法

時代,後期アユタヤ時代

第 3章 ｢初期ノミソコック時代｣一一一租税停滞期,

租税多種化期

第 4章 ｢初期/ミンコック時代 (続き)｣ 一一 ラマ4

世時代の特別税の発展とその地位,租税政策,稲税機

関,徴税請負制度,Bowring条約

財政改革前の状態,第 1次改革,大蔵省の組織改革,

租税徴収棟関,徴収請負制度の廃止-の動 き,チュラ

ロンコソ王時代の租税状態

去の評価

附録一 歴代国王の統治期間, Three SealsLaw,

Barcalon と歳入,Bowring条約,文献 リス ト
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